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雨
漢
に
於
け
る

「
獲
麟
」

解
緯
に
就
い
て

は

め

に

友
公
十
四
年
の
「
獲
麟
」
と
孔
子
吋
春
秋
』
制
作
と
の
関
係
は
、

漢
代
春
秋
山
伊
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
そ
れ
は
、
吋
春
秋
』

の
総
書
と
し
て
の
位
置
付
け
に
蹴
わ
る
孔
子
吋
春
秋
』
制
作
の
一
怠
問

が
、
そ
こ
に
存
し
て
お
り
、
明
春
秋
匂
の
漢
代
化
と
街
道
す
る
か
ら

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
漢
代
春
秋
山
学
は
、
劉
漢
王
朝
と
い
う
究
在
す

る
王
朝
を
意
識
に
持
ち
、
そ
れ
を
平
間
的
運
動
の
針
象
と
し
て
い
る

が
故
に
、
「
獲
麟
」
解
轄
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論
は
、
各
々
の
構
築
す

る
吋
春
秋
』
解
線
機
系
の
漢
代
化
を
踊
る
契
機
と
し
て
働
く
の
で
あ

る。

じ

そ
こ
で
、
本

J

稿
に
於
い
て
は
、
時
期
的
に
筆
一
仲
倍
以
後
、
識
緯
思

想
流
行
直
前
に
位
置
す
る
劉
向
、
陳
欽
、
光
武
一
帝
の
商
議
革
命
、
そ

し
て
左
傍
家
の
資
法
、
東
漢
末
に
漠
代
公
羊
壌
を
集
大
成
す
る
何
休

ら
の
「
獲
麟
」
解
蒋
に
焦
駄
を
蛍
て
、
そ
の
幾
選
過
程
を
、
彼
ら
の

劉
漢
主
税
と
の
関
わ
り
の
も
と
に
考
察
を
試
み
、
漠
代
春
秋
壌
の
一

端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

間

111鳥

白
川
寸
廿

日戸、
J
Y
4
h

一
、
董
仲
錦
町
の
解
穣

関
威
の
顕
揚
期
に
あ
っ
た
商
漢
武
一
清
の
時
代
、
そ
の
強
力
な
る
支

配
様
力
の
理
論
的
根
援
が
要
求
さ
れ
た
。
こ
れ
に
態
じ
た
の
が
帯
一
一
仲

好
の
春
秋
公
羊
壊
で
あ
る
。
縦
い
彼
は
そ
の
侍
義
と
は
相
容
れ
な
い

牽
強
付
舎
な
る
説
で
あ
ろ
う
と
も
、
武
帝
へ
の
解
答
と
し
て
、
春
秋

革
命
説
、
部
ち
司
春
秋
』
は
革
命
の
需
で
あ
る
と
擬
制
す
る
こ
と
を

契
機
と
し
、
後
に
漢
代
春
秋
拶
の
特
質
と
稀
せ
ら
れ
る
三
統
一
一
一
正

読
・
春
秋
新
王
説
・
孔
予
素
王
説
な
ど
を
唱
え
、
そ
れ
ま
で
寅
在
的

な
封
象
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
経
壌
の
漢
代
化
を
翻
り
、
経
壌
に
生

命
を
輿
え
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
後
述
す
る
光
武
帝
の
翻
識
革
命
前
後
に
於
い
て
は
、
そ

の
時
代
思
想
を
反
映
し
て
、
「
獲
麟
」
を
如
何
に
解
稼
す
る
か
に
よ

っ
て
、
春
秋
革
命
設
は
理
論
的
基
礎
が
確
立
す
る
の
だ
が
、
葦
…
仲
好

に
あ
っ
て
は
、
革
命
誌
は
擬
制
で
あ
り
、
そ
う
認
識
す
る
こ
と
が
絶

針
的
な
前
提
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
彼
の
全
て
の
事
問
は
構
築
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
獲
鱗
」
解
稗
か
ら
そ
れ
を
導
き
出
す
必
要

( 1 ) 



も
な
く
、
兎
や
角
論
じ
て
い
な
い
。
と
は
い
う
も
の
の
、
次
に
襲
、
げ

る
こ
篠
の
「
獲
麟
い
解
稗
は
、
「
獲
麟
」
解
釧
仰
の
原
型
と
で
も
一
一
一
一
口
う

べ
き
も
の
で
、
後
の
解
税
者
は
、
そ
こ
か
ら
出
後
し
、
数
街
し
な
が

ら
革
命
説
を
立
後
し
よ
う
と
す
る
。

①
顔
淵
死
、
子

子
路
死
、
子
日
天
統
予
。
西
狩
獲
鱗
、

一
一
一
年
身
路
市
卒
。
階
此
市
親
、
天
命
成

敗
、
襲
人
知
之
有
所
不
能
救
、
命
怠
〈
犬
。
ハ
春
秋
繁
露
施
本
消
息
〉

②
有
非
力
之
所
能
致
問
自
致
者
、
西
狩
獲
麟
、
受
命
之
符
、
是
也
。

然
後
託
乎
春
秋
正
不
正
之
閥
、
市
mm
改
制
之
義
、
一
統
乎
天
子
。

(
春
秋
繁
館
符
瑞
)

①
は
吋
公
学
体
い
の
健
文
を
数
約
し
た
も
の
で
、
「
獲
鱗
」
を
以

て
孔
予
符
波
の
舷
徴
と
捉
え
て
い
る
。
以
後
「
獲
麟
」
解
稗
の
一
つ

と
し
て
継
承
さ
れ
る
が
、
本
稿
の
立
場
と
は
ず
れ
る
の
で
取
り
上
げ

な
い
。
②
は
、
天
命
が
孔
子
に
降
れ
る
瑞
一
昨
と
「
獲
麟
ー
一
を
捉
え
、

そ
し
て
改
制
の
一
訟
を
託
す
る
た
め
吋
春
秋
い
の
制
作
に
川
お
相
手
し
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
い
て
「
孔
子
作
春
秋
、
先
正
王
而
繋
路

事
、
見
山
系
王
之
文
一
合
(
間
一
好
伸
)
と
い
う
慰
問
孔
子
市
東
主
訟
は
、

叫ん存秋
h

の
経
文
に
於
い
て
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
町
一
五
子
b

以

来
、
内
春
秋
b

に
於
い
て
孔
子
の
行
っ
た
こ
と
は
、
王
者
の
事
業
で

あ
る
と
す
る
認
識
が
、
輩
仲
倍
の
「
獲
麟
い
解
粋
に
よ
っ
て
立
校
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
印
ち
、
そ
の
立
脚
黙
は
を
革
命
の
書
と

擬
制
す
る
所
に
あ
り
、
そ
の
革
命
(
ぽ

J川…
机
一
時
誌
は
い

Jl)
は、

王
者
の
事
業
で
あ
る
が
故
に
、
制
作
者
で
あ
る
孔
子
に
素
王
と
い
う

資
格
を
輿
え
、
逆
に
春
秋
革
命
設
を
立
設
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ

て
、
孔
子
素
玉
の
瑞
鮮
と
「
獲
鱗
」
を
捉
え
る
と
と
も
に
、
春
秋
革

命
の
鹿
徴
と
も
捉
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
孔
子
は
そ
の
身
周
に
あ
る

と
雌
も
、
「
獲
麟
」
に
よ
っ
て
革
命
の
近
き
こ
と
を
予
め
知
り
、
『
春

秋
』
制
作
に
若
手
し
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
一
新
王

受
命
の
瑞
鮮
と
も
「
獲
麟
」
を
捉
え
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

叢
仲
釘
は
、
何
休
の
如
く
春
秋
漢
代
制
作
説
を
明
確
に
は
述
べ
て
い

な
い
が
、
そ
の
事
照
的
動
機
か
ら
考
え
れ
ば
、
円
春
秋
』
に
仮
託
さ

れ
た
新
王
は
、
劉
漢
を
指
し
て
お
り
、
従
っ
て
直
一
接
的
に
「
獲
麟
い

を
漢
興
の
瑞
鮮
と
捉
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
西
漢
末
・
東
漢

初
の
公
平
家
(
詩
作
約
五
)
は
、
こ
の
蓑
伎
町
一
の
解
轄
を
綴
一
水
し
、
光

武
帝
の
た
め
に
、
五
行
説
に
の
っ
と
り
そ
れ
を
立
読
し
、
再
び

す
る
の
で
あ
る
。

( 2 ) 

二
、
劉
向
の
解
穣

春
秋
革
命
説
は
、
絞
印
字
の
漢
代
化
の
契
機
と
な
れ
ば
、
そ
の
任
務

は
彩
了
し
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
叢
仲
好
に
於
い
て
法
成
さ
れ

た
。
そ
れ
故
、
革
仲
倍
以
後
、
革
命
設
を
そ
の
ま
ま
の
形
に
て
主
張

す
る
こ
と
は
、
劉
漠
主
拐
の
権
力
基
'
蝶
を
脅
か
す
も
の
と
認
識
さ
れ



る
。
琵
仲
訴
の
弟
子
時
一
弘
の
昭
一
明
へ
の
建
白
は
、
ま
さ
し
く
そ
れ

で
、
諒
死
し
た
の
は
常
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
政
弘
以

来
、
劉
漢
王
朝
の
退
に
鈎
臆
し
て
、
経
巡
設
を
導
入
し
、
災
山
内
訟

の

劉

漢

王

籾

の

命

運

を

問

題

に

し

て

、

王

朝

交

持

・
変
質
良
ら
の
印
字
問
が
主
流
を
占
め
る
よ

を
ト
じ
E
U
A
h

る
ミ
i
k

J
'

ご

5
7
J
qノ
ヲ
チ
ケ
令
、
w

ヌ

う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
紋
況
に
設
場
し
た
の
が
刻
印
で
あ
っ
た
。
彼
の

は
、
衰
退
す
る
劉
漢
主
制
を
寧
ろ
擁
護
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
ま
た

そ
の
強
化
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
谷
永
ら
の
主
張
す
る
理
論
は
極
力
排

斥
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
災
兵
の
子
一
一
一
同
化
を
夜
定
し
、
般
に

前
兆
に
と
ど
め
た
の
は
そ
の
現
れ
で
あ
る
。
一
方
、
森
秋
革
命
説
と

密
接
な
関
係
を
持
つ
「
獲
麟
レ
解
蒋
に
於
い
て
も
、
革
命
の
燦
徴
と

捉
え
る
筆
仲
好
的
な
解
鮮
を
谷
川
ん
し
、
革
命
説
と
「
獲
麟
い
と
か
一
断

ち
切
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
か
く
て
劉
向
は
、
伊
更
始
と
と
も
に

石
渠
閣
の
論
議
に
点
知
加
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

法
凶
不
並
、
瑞
災
不
粂
。
今
鱗
魚
河
亡
天
下
之
呉
、
不
得
復
潟
漢

¥
亡
し
刊
に

sb二、
J
-
民
同
一
良
之
1

1

2

/

職
。
〈
知
麟
一
肱
孔
子
市
至
。
)
(
づ
持
ww泊
中
ト
刊
防
止
比

i
)

/
ι
h
f占
ん

j
p

，
叶

l
f
d
b
ヲ
¥

こ
れ
は
、
公
羊
家
が
藁
仲
釘
の
「
獲
麟
」
解
樟
を
縦
承
し
溌
展
さ

せ
た
と
思
わ
れ
る
、
寸
五
経
川
内
義
一
M

に
許
換
が
「
公
平
説
」
と
し
て

引
用
す
る

2
A十
四
年
獲
麟
、
此
受
命
之
瑞
、
府
亡
失
天
下
之
呉
」

(
側
削
疏
一
引
)
な
ど
に
論
駁
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
o

郎
、
も
ニ
ー
護
問
一

を
一
耕
一
十
一
受
命
(
劉
漢
受
命
〉
の
瑞
鮮
と
は
せ
ず
、
間
亡
び
る
災
関
内
と

の
み
捉
え
、
革
命
説
を
斥
け
る
の
で
あ
る
。
ま
た
内
…
税
一
苑
h

君
道
篇

春
秋
作
市
後
、
君
子
知
財
道
亡
迎
。

と
あ
る
。
こ
の
文
誌
は
、
孔
子
が
刊
春
秋
h

を
制
作
し
て
は
じ
め

て
、
加
の
亡
ん
だ
こ
と
を
認
識
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
劉
向
に
於
い

て
は
、
孔
子
吋
春
秋
い
制
作
と
胞
の
滅
亡
と
は
表
裏
一
概
な
も
の
と

把
桜
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
「
獲
麟
い
は
孔
子
内
春
秋
h

制
作
の

舷
徴
と
も
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
劉
向
は
コ
ポ
仰
h

歪

公
篇
に
於
い
て
次
の
よ
う
に
間
切
言
す
る
。

夫
子
行
説
七
十
諸
校
、
無
定
庭
。
意
欲
使
天
下
之
氏
各
得
廿
判
所
、

市
道
不
行
。
退
市
街
春
秩
、
采
一
悲
毛
之
廿
一
一
問
、
反
繊
介
之
忠
、
人
事

決
、
王
道
備
。
結
和
票
制
、
上
通
於
天
市
麟
至
。
此
天
之
知
夫
子

也。

( 3 ) 

つ
ま
り
、
輩
、
仲
好
ら
が
「
獲
麟
」

!γ

制
作
と
順
序
付
け
る

に
封
し
、
一
獲
麟
い
を
可
申
脊
秋
』
制
作
の
癒
徴
と
し
、
『
春
秋
b

制
作

↓
「
獲
麟
」
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
文
一
本
に
於
い

て
、
西
渓
末
の
公
平
家
が
革
命
訟
を
前
提
と
し
、
立
つ
本
質
と
し
た

た
め
に
言
及
し
な
か
っ
た
コ
一
帯
秋
b

そ
の
も
の
の
内
務
を
、
批
判
精

w
O
 

…
紳
の
中
の
秩
序
維
持
原
理
(
平
山
道
)
の
明
示
で
あ
る
と
、
劉
向
は
再

確
認
し
た
の
で
あ
る
。
邸
ち
劉
向
は
そ
う
し
た
の
臆
徴
と



「
獲
鱗
」
を
捉
え
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
劉
向
の
考
え
方
は
、
後
述
す
る
陳
欽
・

侍
家
の
「
獲
一
鱗
」
解
移
の
基
づ
く
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
彼
ら
の

「
獲
麟
」
解
蒋
を
中
心
と
す
る
吋
春
秋
』
理
解
の
原
賂
で
も
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
円
説
苑
い
景
徳
篇
に
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

故
踏
麟
部
泣
、
友
滋
不
行
、
徳
、
持
不
治
。
於
是
、
退
作
者
私
、
明

以
一
部
後
人
。

こ
れ
は
「
獲
鱗
」

!v

制
作
と
般
序
付
け
て
お
り
、
ま
た

i

索
王
JL
滋
」
は
清
一
仲
釘
の
「
針
策
」
に
み
え
る
。
し
か
し
劉
向
に

あ
っ
て
は
、
「
素
王
之
滋
」
は
悲
一
件
前
の
如
く
革
命
政
と
表
裏
一
憾

な
も
の
で
は
な
く
、
前
引
の
「
王
道
」
と
同
義
と
忠
わ
れ
、
こ
の

「
獲
麟
い
解
絡
は
革
命
設
の
前
提
の
も
と
に
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

邸
ち
劉
向
は
、
吋
公
学
的
怖
い
の
俸
文
の
「
吾
滋
窮
余
」
の
言
い
換
え

で
あ
る
「
友
道
不
行
、
徳
搾
不
治
」
に
「
獲
麟
」
解
綜
の
ポ
イ
ン
ト

を
鐙
い
て
お
り
、
従
っ
て
「
獲
麟
い
を
孔
子
将
波
一
の
賂
徴
と
の
み
捉

え
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
述
し
た
蓑
仲

釘
の
①
の
解
側
仰
を
綴
承
す
る
も
の
で
あ
り
、
苦
一
し
仲
好
と
同
様
に
例
制
向

に
あ
っ
て
も
、
に
直
結
す
る
「
獲
麟
」
解
懇
で
は
な
い
。

一
一
一
、
陳
欽
の
解
穣

撚
欽
は
、
光
武
常
期
に
あ
っ
て
左
氏
立
壊
に
功
績
が
あ
っ
た
線
完

の
父
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
な
生
涯
は
、
に
そ
の
俸
、
が
な
い

た
め
、
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
、
王
奔
郊
に
あ
っ
て
、
開
時

代
の
劉
款
と
は
そ
の
部
を
兵
に
し
、
別
な
る
友
氏
容
を
立
て
、
王
奔

に
数
授
し
、
一
蹴
難
路
軍
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
、
旬
以
佼
漢
書
』
陳
一
克
俸
に

あ
り
、
ま
た
、
王
奔
の
勾
奴
政
策
の
犠
牲
と
な
り
、
獄
に
繋
が
れ
、

完
ム
欲
以
我
免
税
於
伺
奴
也
」
と
述
べ
て
自
殺
し
た
と
、
主
奔
俸
に

あ
る
の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
、
劉
散
と
は
異
な
っ
た
彼
の
左
氏
壊
の

全
貌
、
ま
た
そ
れ
と
王
奔
新
政
権
と
の
関
わ
り
を
競
う
こ
と
は
で
き

な
い
。
陳
一
郊
の
左
氏
撃
に
溶
解
し
た
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
こ
か
ら

陳
欽
溺
自
の
設
を
抽
出
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
僅

か
一
一
候
の
吋
春
秋
b

解
鮮
の
残
文
が
あ
り
、
寧
い
な
こ
と
に
そ
れ
は

「
獲
麟
」
解
懇
で
あ
る
た
め
、
際
欽
左
氏
mm
ナ
の
基
礎
の
一
端
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
。

( 4 ) 

鱗
、
西
方
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、
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精
也
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こ
の
陳
欽
の
所
訟
は
、
劉
向
と
同
様
、
公
羊
設
を
論
駁
す
る
所
に

が
あ
っ
た
が
、
更
に
そ
れ
を
兵
燃
化
し
て
い
る
。
印
ち
、
彼
は
五

行
設
を
そ
の
解
料
根
援
と
し
て
、
劉
向
の
吋
春
秋
』
制
作
の
腔
徴
と

捉
え
る
「
獲
麟
」
解
稼
を
共
鰻
的
に
立
設
す
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
「
関
狩
猿
い
し
た
鱗
を
五
援
の
一
つ
で
あ
る
毛
識
の
長
と

し
、
部
方
に
配
す
る
。
こ
れ
は
月
一
令
に
従
っ
た
も
の
と
忠
わ
れ
る
。

四
方
免
、



そ
し
て
、
孔
子
制
作
の
契
機
を
取
り
上
げ
ず
、
そ
の
内
容

を
問
題
に
す
る
。
部
ち
立
一
一

A

日
」
で
あ
る
と
把
掠
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
内
春
秋
b

を
内
需
い
洪
範
の
第
二
時
で
あ
る
五
事
の
「
一
一
一
日
ー

に
結
び
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
前
提
か
ら
出
将
秋
い
の

肱
徴
と
し
て
、
麟
の
出
現
を
捉
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
論
授
は

円
い
と
に
従
つ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
方
位
を
八
卦
に
配
岱
す
る
と
、

「
部
」
は
「
允
」
に
配
位
さ
れ
、
「
允
ん
は
説
卦
俸
に
「
{
一
党
、
説
也
い

と
あ
る
が
如
く
、
諮
一
説
印
ち
「
ふ
げ
ん
一
一
一
一
巳
を
主
る
。
か
く
し
て
「
部
」

に
位
す
る
「
立
皆
同
い
を
内
容
と
す
る
円
春
秋
い
の
舷
徴
と
し
て
、

の
毛
識
の
長
、
麟
が
出
現
し
た
と
、
陳
欽
は
説
明
す
る
の
で

ホ…
~γ
心
。

し
か
し
、
こ
の
解
稗
は
劉
散
の
の
解
群
を
二

t

獲
麟
」
と
い

う
場
に
於
い
て
数
約
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
周
知
の
如
く
、
伏
生

の
町
五
一
行
停
旬
以
来
、
五
事
を
五
行
に
配
憶
す
る
よ
う
に
な
り
、
劉

向
・
劉
飲
に
五
っ
て
、
五
行
に
配
崎
附
さ
れ
た
五
事
の
解
稗
に
依
捜
し

て
、
吋
春
秋
h

に
於
け
る
災
殿
内
の
説
明
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の

所
訟
は
一
致
し
な
い
。
伏
生
は
初
勝
を
以
て
説
明
し
、
劉
向
は
伏
牛
一

訟
を
そ
の
ま
ま
綴
承
し
て
い
る
が
、
劉
散
は
、
月
令
を
資
料
と
し
、

月
令
的
な
批
判
を
加
え
、
嘆
の
配
訟
も
二
岩
は
兵
な
り
、
相
生
に

改
め
て
説
明
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
劉
訟
の
の
配
常
を
抽
出

す
る
と
、

五
千子

既存

金

~6 

ガ
位

ïJ~ 

と
な
る
。
部
ち
陳
欽
は
、
前
述
の
如
く
方
位
を
そ
の
解
稗
基
準
と
し

て
い
る
が
、
表
を
み
れ
ば
判
る
よ
う
に
、
劉
歓
訟
に
基
づ
い
て
い
る

の
で
あ
る
。
か
く
て
陳
欽
は
、
「
一
一
一
戸
一
を
金
に
配
常
し
、
従
っ
て
「
立

一
一
一
一
向
い
を
内
容
と
す
る
吋
春
秋
b

を
金
と
捉
え
、
そ
の
癒
徴
と
し
て
、

毛
践
の
長
で
あ
る
金
鉄
・
鱗
が
出
現
し
た
と
、
結
局
解
縛
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
棟
欽
は
、
同
春
秋
』
を
「
立
一
一
一
一
同
」
!
規
範
(
王

道
)
の
書
と
把
握
し
た
上
で
、
五
事
に
配
治
さ
れ
る
五
行
に
依
援
し

て
、
鱗
の
出
現
を
札
〈
樫
的
に
説
明
し
、
公
芋
訟
を
駁
す
る
劉
向
の
解

稗
を
立
読
し
数
桁
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
際
欽
の
「
獲
麟
い
解
稼
史
に
於
け
る
詐
償
は
、
は

じ
め
て
五
行
設
に
依
接
し
て
「
獲
麟
」
解
蒋
を
行
っ
た
黙
に
あ
る
。

何
故
な
ら
ば
、
東
漢
の
解
制
伴
者
i

友
停
家
は
、
線
欽
と
五
行
設
の
資

料
按
用
に
遠
い
は
あ
る
が
、
五
事
と
五
行
を
「
獲
麟
」
解
懇
の
論
援

と
す
る
鈷
に
於
い
て
は
、
陳
欽
を
鱗
承
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
公

羊
家
も
、
叢
仲
釘
一
の
節
で
述
べ
た
よ
う
に
吋
春
秋
b

を
革
命
の
警
と

把
援
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
彼
ら
の
事
問
は
成
立
し
て
い
た
の

だ
が
、
そ
の
基
盤
を
兵
践
的
な
資
料
、
五
一
行
設
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ

た

た

め

、

逆

に

五

行

設

に

よ

っ

て

が

革

命

の

あ

る

こ

( 5 ) 



と
を
立
援
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。

由
、
緯
書
と
光
武
帯

劉
向
ら
の
必
死
の
否
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
前
後
に
於
け
る

議
の
形
成
、
流
布
に
よ
り
、
王
朝
交
替
論
は
金
々
勢
力
を
持
ち
、

つ
の
そ
の
方
向
と
し
て
漠
存
受
命
設
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
先
に
引
い
た
劉
向
が
駁
し
た
も
の
も
緯
書
訟
と
思
わ
れ
る
が
、

ま
だ
「
獲
麟
」
の
粋
書
説
一
に
は
五
行
設
は
錨
取
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
刻
印
・
劉
散
が
五
行
相
生
に
兆
一
づ
く
、
模
火
徳
読
を

Q
O
V
 

悶
え
、
ま
た
糠
欽
の
五
行
設
に
依
撮
す
る
「
獲
麟
い
解
移
を
契
機
と

し
、
漢
一
件
興
の
気
運
に
采
っ
て
、
粋
車
問
訟
に
於
い
て
も
陳
欽
の
立
論

を
逆
に
利
用
し
、
漢
高
山
ハ
を
一
一
円
山
と
す
る
「
獲
麟
い
解
特
が
行
わ
れ

た
。
こ
の
頃
、
形
成
さ
れ
た
も
の
と
推
定
で
き
る
代
表
的
な
も
の
を

…
つ
翠
げ
て
み
よ
う
ο

¥州
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t
f仏
三
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二
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i

i

i

/

鱗
、
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麟
を
木
精
と
捉
え
る
の
は
、
公
平
家
系
統
の
総
書
の
共
通
事
で
あ

り
、
鱗
が
仁
販
で
あ
り
、
輩
仲
好
以
来
「
仁
い
は
木
に
配
岱
さ
れ
て

い
る
が
故
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
革
命
の
理
念
が
生
じ

な
い
。
そ
こ
で
麟
は
赤
日
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
故
木
に
は
五
行
相

生
か
ら
い
え
ば
火
の
嬰
素
が
あ
り
、
従
っ
て
木
駄
が
出
現
し
た
こ
と

は
、
衣
に
火
徳
を
有
す
る
も
の
が
出
現
す
る
兆
候
と
な
る
と
説
明
し

て
、
火
徳
で
あ
る
劉
漢
王
朝
の
碍
受
命
を
予
一
一
一
閃
す
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
王
奔
新
政
権
前
期
に
於
い
て
、
判
例
漢
王
朝
再
興
の
気

速
に
乗
っ
て
、
動
隊
硬
化
を
来
し
て
い
た
公
学
家
は
、
緯
湘
一
一
開
設
を
導

入
し
て
再
生
を
間
り
、
時
代
の
要
請
に
控
え
た
。
こ
の
時
期
に
形
成

さ
れ
た
緯
世
間
は
、
光
武
一
帝
に
蛮
結
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
が
、

後
、
南
陽
豪
族
枇
愈
の
経
済
力
を
基
桜
と
し
た
光
武
一
ザ
の
拾
頭
を
機

と
し
て
、
積
駆
的
に
光
武
一
清
の
革
命
の
子
一
一
一
一
向
、
そ
の
正
賞
性
を
内
容

と
す
る
緯
書
設
が
多
く
な
り
、
光
武
一
ぜ
も
ま
た
そ
れ
を
利
用
し
、
例
針

漢
王
朝
の
一
件
附
ハ
を
達
成
し
た
。
所
諮
問
側
識
革
命
と
い
わ
れ
る
所
以
で

あ
る
。
こ
の
再
興
時
に
於
い
て
、
緯
設
問
は
「
獲
麟
い
解
稗
に
就
い
て

は
兎
や
角
論
じ
な
い
。
前
述
の
解
一
群
で
劉
漢
王
朝
再
興
の
契
機
と
な

り
、
そ
れ
で
胞
は
足
り
て
い
た
の
だ
。

と
こ
ろ
が
、
東
漢
王
朝
成
立
直
後
、
劉
fM以
来
定
活
し
て
い
た
通

念
で
あ
り
、
光
武
一
清
白
身
も
利
用
し
た
漢
火
徳
訟
を
、
改
め
て
彼
は

天
下
に
宏
切
に
す
る
。
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こ
の
建
武
二
年
の
記
事
が
そ
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
安
居
者
山
氏
州
、

緯
警
の
予
言
ど
う
り
、
内
ら
も
火
徳
の
継
承
者
た
る
こ
と
を
叩

め
い
、
…
J
五
行
相
生
説
に
立
脚
し
た
漢
火
徳
…
訟
を
後
漢
に
尚
一
周
し
た
の

で
あ
り
、
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そ
れ
を
肢
に
認
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さ
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ね
ば
な
ら
な
い
と
注
ベ
ら
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れ
て
い
る
が
如
き
た
め
で
あ
る
。
光
武
帝
の
川
越
か
れ
て
い
た
欣
況

(
後
述
)
、
ま
た
王
奔
新
政
権
と
い
う
劉
漢
王
朝
の
断
総
が
あ
っ
た
こ

と
か
ら
考
え
る
と
、
そ
う
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
こ
の
時
期
に
、
光
武
一
切
の
統
一
を
支
持
す
る
、
部
ち
東
漠

王
朝
の
支
配
権
に
理
論
的
根
撲
を
興
え
、
そ
の
支
配
に
正
常
性
を
山
県

え
る
緯
識
が
形
成
さ
れ
る
。
そ
の
内
容
は
二
黙
に
分
鋲
で
き
る
。
高

視
の
火
徳
訟
を
内
容
と
す
る
も
の
と
、
孔
子
の
改
制
を
内
容
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
ま
ず
前
者
は
、
例
え
ば
、
「
民
人
争
様
、
赤
一
税
之
精
レ

(
附
則
，
M
尚
一
例
市
街
引
)
、
「
安
保
獄
女
側
側
、
製
古
典
!
…
(
畑
一
一
一
同
本
紀
索
活
引
)

に
代
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
光
武
帝
の
火
徳
読
の
前
提

の
も
と
に
、
高
搬
の
火
徳
た
る
こ
と
を
強
調
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
逆

に
正
統
な
る
火
徳
の
後
綴
者
と
し
て
の
資
格
を
光
武
一
併
に
輿
え
擁
立

す
る
目
的
を
持
つ
。
光
武
一
ザ
が
関
漠
王
籾
の
直
系
で
は
な
く
、
傍
系

で
あ
っ
た
こ
と
よ
り
す
れ
ば
、
向
更
ら
高
組
の
後
縁
者
で
あ
る
こ
と

を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
後
者
の
孔
子
の
改

制
を
内
容
と
す
る
も
の
は
、
王
朝
の
兵
般
的
確
立
を
日
尚
と
す
る
、

ん
U
H
、

問
漢
王
朝
に
は
生
じ
な
か
っ
た
積
極
的
な
制
鰻
作
禁
運
動
の
中
で
形

成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
、
例
え
ば
、
…

i

孔
子
錆
赤
制
、
故
作
春
秋
い

(
知
識
…
矧
締
法
体
淀
川
川
)
に
代
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
蓋

仲
好
以
来
の
吋
春
秋
b

漢
代
化
の
一
意
闘
を
積
極
的
に
設
展
さ
せ
、

日
赤
制
と
い
う
者
秋
漢
代
制
作
訟
を
唱
え
、
兵
態
的
に
盤

制
の
う
え
で
も
光
武
慌
を
正
統
の

る。

ん
と
す
る
も
の
で
あ

こ
の
両
者
は
「
獲
麟
」
の
解
枠
に
於
い
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら

れ
る
。経

十
有
四
年
春
、
四
狩
獲
麟
、
赤
受
命
、
倉
失
様
、
府
滅
火
起
、
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麟
を
木
殿
、
撲
を
火
徳
と
す
る
こ
と
は
従
来
ど
う
り
で
あ
る
が
、
更

に
高
槻
の
火
徳
訟
を
前
部
に
出
し
て
説
明
す
る
。
即
ち
木
徳
で
あ
る

期
王
朝
を
象
徴
さ
せ
る
木
獣
・
鱗
を
「
狩
獲
」
す
る
者
は
、
五
行
相

生
に
従
え
ば
火
徳
を
有
す
る
者
で
あ
り
、
こ
の
者
こ
そ
が
『
公
平

体
b

に
い
う
「
薪
采
者
い
で
あ
り
、
「
徴
者
」
!
涼
人
で
あ
る
高
砲

な
の
で
あ
る
と
説
明
し
、
府
王
朝
に
か
わ
る
赤
一
官

i
高
組
受
命
の
瑞

鮮
こ
そ
が
「
獲
鱗
」
で
あ
る
と
捉
え
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
「
獲

麟
」
事
件
に
遭
遇
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
孔
子
は
、
府
王
朝
の
滅
亡

と
高
秘
の
受
命
を
予
め
知
り
、
そ
こ
で
『
春
秋
b

を
制
作
し
、
来
た

る
べ
き
高
租
の
赤
制
1
漢
制
を
託
し
た
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
獲
鱗
」
解
懇
に
よ
っ
て
も
、
高
棋
の
機
威
化
を
閤

り
、
光
武
一
官
を
擁
立
せ
ん
と
し
た
こ
と
は
、
蛍
時
に
於
い
て
漢
一
丹
受

命
否
定
の
「
獲
麟
」
解
懇
が
主
張
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。

部
ち
公
孫
速
の
関
議
活
動
で
あ
る
。
コ
輩
際
関
志
』
公
孫
述
志
に
次

の
よ
う
な
館
所
が
あ
る
。

( 7 ) 



西
狩
獲
麟
識
問
、
乙
子
卯
金
。
卸
以
未
裁
授
劉
氏
、
非
西
方
之
守

也
。
光
殿
m
m
一
菅
、
立
子
公
孫
、
部
一
答
光
駿
m
m
m
巴
王
、
立
孝
定
一
帝

也
。
黄
帝
姓
公
孫
、
自
以
土
徳
、
君
所
知
也
。
漠
家
九
百
二
十

歳
、
以
蒙
孫
亡
、
受
以
丞
相
、
其
名
常
徐
…
一
高
、
高
堂
君
身
耶
。

こ
れ
は
、
公
孫
速
が
窃
に
於
い
て
成
一
帝
と
稀
し
、
間
識
を
延
用
し

て
一
記
し
た
撤
文
に
到
し
て
、
光
武
一
帝
が
論
駁
し
た
も
の
で
あ
る
。
従

っ
て
公
孫
述
の
「
四
狩
獲
麟
識
」
を
援
引
し
て
の
「
獲
麟
」
解
務
は

直
接
出
て
い
な
い
が
、
推
測
で
き
る
。
つ
ま
り
公
孫
述
は
円
春
秋
h

を
襖
制
と
認
め
る
が
、
「
獲
麟
い
を
そ
の
契
機
と
は
せ
ず
、
公
孫
述

自
身
に
濁
す
る
瑞
鮮
と
捉
え
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
公
孫
速
が

「
以
筋
孔
子
作
春
秋
、
錫
赤
制
間
断
十
二
公
、
明
漢
一
金
平
帝
十
二
代
、

歴
数
謙
也
、
一
姓
不
得
得
受
命
」
(
喰
械
凶

L
と
述
べ
る
が
如
く
、

〆
ノ

i

ご
L
t
、
E
L下
、

品
川
け
の
十
二
代
が
記
さ
れ
て
い
る
明
春
秋
b

は
、
口
問
后
を
含
む
西
漢
十

二
代
の
制
と
し
て
孔
子
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
も
の
だ
と
す
る
が
、

内
春
秋
b

最
後
の
記
述
「
獲
麟
」
は
、
劉
漢
の
膝
数
が
議
き
た
こ
と

を
示
し
た
も
の
と
し
、
従
っ
て
漢
再
受
命
は
な
く
、
そ
れ
に
か
わ
る

新
王
を
象
徴
す
る
も
の
は
、
「
西
狩
獲
麟
」
の
「
閥
」
に
あ
る
と
考

え
、
自
分
が
そ
の
西
方
の
者
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
「
獲
麟
」
こ
そ

が
、
自
分
に
新
王
と
な
る
資
絡
を
興
え
る
瑞
訴
で
あ
一
る
と
捉
え
た

と
、
推
測
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
公
孫
速
が
「
資
承
赤
市

白
縦
波
い
の
故
に
金
徳
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
品
川
問
時
の
緯
需
で
あ

る
「
西
大
守
、
乙
卯
金
」
を
、
西
方
の
大
守
(
金
徳
公
孫
述
)
が
卯

金
(
劉
漢
)
を
札
絡
す
る
と
理
解
す
る
前
提
の
も
と
に
行
わ
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
濁
し
て
、
光
武
者
は
「
西
狩
獲
麟
議
」
を
、
高
租

が
乙
未
の
裁
に
受
命
し
た
こ
と
を
一
部
す
も
の
と
解
稗
し
な
お
し
、
前

述
の
如
く
自
己
の
正
統
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
っ
た
。

五
、
蓑
遠
の
解
調
停

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
緯
堂
開
設
を
奉
ず
る
者
は
、
鰻
制
の
上
で
も

光
武
一
帝
を
位
置
付
け
よ
う
と
し
、
公
平
製
設
・
緯
議
設
に
立
脚
し

た
新
た
な
制
殺
を
行
い
、
そ
れ
を
説
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
兵
機
的

な
改
制
運
動
へ
と
展
開
す
る
。
と
い
う
の
は
、
東
漢
王
朝
成
立
後
、

そ
の
権
力
を
揺
ぎ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
た
が
、
そ

れ
を
確
立
す
る
制
度
に
就
い
て
は
、
秦
制
に
準
じ
た
叔
孫
湿
の
漢
儀

以
外
に
み
る
べ
き
も
の
は
な
く
、
漢
務
自
の
制
度
の
制
作
、
部
ち
改

制
、
も
し
く
は
そ
の
共
鎖
的
な
支
配
原
理
の
明
示
が
念
務
と
な
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
ら
の
依
接
す
る
資
料
は
康
史
性
兵
鰻

性
に
絞
け
、
線
系
的
な
制
度
は
そ
う
簡
単
に
は
完
成
さ
れ
ず
、
漸
く

そ
の
日
的
が
達
成
さ
れ
た
の
は
、
一
挙
帝
の
一
立
を
受
け
た
、
「
落
胤
ハ
」
・

…J

五
経
議
記
い
に
依
接
し
た
曹
裂
の
制
鐙
に
於
い
て
と
思
わ
れ
る
が
、

伸一

質
施
に
は
烹
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
支
配
原
理
は
一
醸
の
完
成
を
み

る

。

の

白

虎

観

の

論

議

に

於

い

て

で

あ

る

。

白

虎

綴

( 8 ) 



会
干

の
一
論
議
に
就
い
て
は
種
々
の
問
題
が
あ
る
。
例
え
ば
侯
外
麗
ら
肉
、

緯
議
思
想
が
時
代
思
想
で
あ
っ
た
一
平
一
常
時
に
於
い
て
、
単
に
「
議
出

五
線
向
問
問
」
(
域
間
関
)
を
目
的
と
し
た
の
で
は
な
く
、
緯
常
一
間
設
を
m

〆
A
I
h
p
i
主
仲
¥

論
的
根
擦
と
す
る
、
宗
致
的
な
中
央
集
権
的
致
事
総
系
を
樹
烹
す
る

と
こ
ろ
に
目
的
が
あ
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
こ
の
論
議
は
、
賢
建
が

参
加
し
て
い
る
よ
う
に
、
膝
史
的
認
識
を
も
っ
賃
設
的
な
古
文
堺
の

拾
顕
と
い
う
欣
況
に
開
催
さ
れ
た
た
め
、
古
文
型
の
影
響
を
免
れ
得

な
か
っ
た
。
事
賞
、
そ
の
論
議
を
斡
録
し
た

ZM虎
通
』
は
、
表
面

公
羊
摂
説
、
総
指
訴
訟
を
掲
げ
て
い
る
が
、
隣
家
秩
序
維
持
を
中
心
課

A
中

題
と
す
る
古
文
問
中
の
立
場
の
方
向
に
傾
き
説
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り

白
虎
視
の
論
議
は
、
今
文
容
一
次
が
古
文
単
訟
の
斑
念
を
婚
取
し
て
、

そ
の
踏
質
を
い
燃
え
な
が
ら
、
古
文
mmT
訟
の
方
向
に
ま
と
め
あ
げ
た
兵

際
的
な
支
配
原
理
を
挺
示
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る。
さ
て
、
賀
、
法
の
「
獲
麟
」
解
線
を
次
に
と
り
あ
げ
、
そ
こ
に
一
部
さ

れ
た
、
一
本
一
ザ
建
初
年
間
の
動
き
の
中
で
前
述
の
如
く
重
要
な
影
響
を

も
っ
古
文
m
m
t訟
の
典
型
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
彼
の
思
想
を
み
て
み
た

、。-V 
孔
子
自
鎖
反
魯
、
考
究
機
紫
、
符
春
秋
、
約
以
周
藤
。
一
…

成
、
致
鱗
、
麟
感
一
印
奈
。
取
龍
潟
水
物
、
故
以
為
侍
母
致

態
。
ハ
左
侍
京
公
十
四
年
疏
引
)

一Jノ
許可『

麟
の
出
現
を
孔
子
制
作
の
際
徴
を
捉
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
知
、
都
内
ら
の
解
稗
と
同
一
線
上
に
あ
る
の
だ
が
、
円
春
秋
』

理
解
は
更
に
丘
〈
鎖
性
を
帯
び
る
。
'
即
ち
同
春
秋
』
を
「
周
濃
い
に
直

結
す
る
の
で
あ
る
。
耐
久
迭
は
「
周
漉
議
在
魯
会
。
史
法
最
備
、
故
史

記
興
問
鶴
岡
名
」
(
左
体
序
疏
引
)
と
述
べ
、
魯
史
(
史
記
)
は
、

府
公
の
制
定
し
た
「
周
瞭
い
を
代
々
の
魯
の
史
官
が
忠
資
に
踏
ま
え

て
出
来
上
っ
た
規
範
の
書
と
捉
え
、
次
に
「
孔
子
覧
史
記
、
就
是
非

之
説
、
立
一
京
王
之
法
」
(
左
侍
序
疏
引
)
、
「
符
春
秋
、
約
以
照
雄
」

と
述
べ
、
魯
史
を
み
、
そ
の
原
文
に
於
い
て
是
非
善
惑
の
判
断
が
下

さ
れ
て
い
な
い
筒
所
に
就
い
て
は
、
そ
れ
を
明
確
に
し
、
規
範
の
書

と
し
て
の
性
格
を
、
一
層
「
周
磯
」
を
中
心
理
念
と
し
て
統
一
す
る

こ
と
に
よ
り
強
調
し
て
、
孔
子
は
吋
春
秋
』
を
制
作
し
た
と
す
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
内
春
秋
b

は
「
周
殺
」
に
他
な
ら
ず
、
司
春
秋
』

に
よ
っ
て
孔
子
は
「
府
経
」
を
顕
揚
し
た
の
で
あ
る
と
、

m
A
惑
は
理

解
し
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
て
『
春
秋
』
制
作
と
密
接
な
関
わ
り
を

も
っ
「
獲
麟
」
解
懇
を
行
う
の
で
あ
る
が
、
陳
欽
と
は
異
な
り
、
五

行
相
生
の
循
環
法
別
別
で
あ
る
符
母
致
子
訟
に
従
う
。
部
ち
『
春
秋
』

を
「
語
版
1

一
と
捉
え
る
こ
と
は
、
「
春
秋
者
一
般
也
」
(
貼
紙
一
日
付
麟
引
)

と
あ
る
が
如
く
、
路
一
と
認
識
す
る
こ
と
で
あ
り
、
躍
は
火
に
配
賞
さ

れ
る
、
そ
の
円
春
秋
』
を
修
め
た
た
め
に
(
符
母
)
、
火
の
子
で
あ

る
土
に
配
脅
さ
れ
る
麟
が
出
現
し
た
の
だ
と
解
蒋
す
る
の
で
あ
る
。

( 9 ) 



勿
論
こ
の
設
は
資
法
溺
自
の
も
の
で
は
な
く
、
明
示
匂
詩
い
府
南
麟
之

Aaγ 
んは、

此
に
、
離
の
腹
徴
と
し
て
麟
を
捉
え
て
い
る
停
が
あ
る
。

L
か
し

「
獲
麟
い
と
い
う
場
に
そ
の
準
設
九
三
起
用
し
、
(
周
波
レ
と
の
関
わ
り

の
も
と
に
捉
え
る
と
こ
ろ
に
、
資
迭
の
溺
白
性
が
あ
る
。

ま
た
究
注
は
、
五
行
鋭
か
ら
で
は
な
く
、
方
位
か
ら
も
「
獲
麟
」

解
轄
を
す
る
。

府
夜
間
、
明
夫
子
道
一
般
時
期
。
(
左
侍
京
公
十
四
年
疏
引
)

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
内
左
侍
九
一
に
よ
れ
ば
、
麟
は
出
阜
の
西

に
於
い
て
捕
え
ら
れ
た
。
府
は
尚
尚
早
の
間
に
あ
る
。
従
っ
て
孔
子
の

手
に
な
る
川
春
秋
い
は
辺
川
鰻
い
に
繋
、
が
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ

り
、
前
述
の
解
鮮
と
主
旨
は
同
じ
で
あ
る
。

を
「
府
酷
い
に
結
び
つ
け
、
更
に

に
依
接
し
て
説
き
、
部
ち
「
別
総J

」
!

と
位
謹
付
け
る
。
何
故
か
。
究
迷
の
左
氏
立
療

の
論
黙
は
一
ニ
黙
豪
、
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
公
羊
山
内
ず
の
撚
別
王
魯
…
訟

を
石
定
し
、
吋
左
体
い
の
「
春
王
矧
正
月
」
が
傘
王
思
想
に
富
む
と

主
張
す
る
こ
と
、
吋
公
平
体
い
の
擦
の
思
想
を
否
定
し
、
門
左
俸
b

に

は
漁
民
の
大
義
が
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
、
こ
の
二
黙
に
詑
説
し
た

い
。
公
平
容
は
革
命
期
・
草
創
期
に
は
適
合
す
る
原
型
を
提
供
は
す

る
が
、
今
や
太
平
守
成
の
世
、
そ
の
世
に
治
合
す
る
も
の
で
は
な
い

と

の

認

識

に

立

ち

、

刊

の

特

質

を

あ

げ

、

内

こ

そ

が

太

さ
て
こ
の
よ
う
に

平
守
成
の
サ
一
に
緊
要
で
あ
る
支
配
原
理
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
と

把
握
し
た
こ
と
を
、
こ
の
二
黙
は
物
詰
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
吋
左
侍
b

は
、
一

i

獲
麟
…
い
解
鮮
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た
「
照

雄
」
に
在
結
す
る
三
一
骨
秋
』
の
正
統
な
る
「
侍
」
で
あ
り
、
そ
れ
故

吋
左
停
』
に
支
配
原
理
を
求
め
る
こ
と
は
、
究
極
の
と
こ
ろ
周
公
が

成
主
の
た
め
に
制
作
し
た
王
者
一
統
を
兵
現
す
る
「
周
諮
」
に
、
丸
山

般
的
な
関
家
秩
序
経
持
原
理
を
求
め
よ
う
と
し
た
こ
と
に
な
る
。
か

く
て
究
迭
は
、
一

j

周
綾
」
の
行
政
法
典
で
あ
る
『
周
鰐
…
b

に
注
目
し

て
辺
川
殻
解
話
い
を
著
す
。
そ
れ
は
、
閣
家
秩
序
維
持
を
目
的
と
す

る
と
、
そ
れ
を
寅
現
し
得
る
行
政
法
政
ハ
こ
そ
が
、
閣
家
臨
制
に
於
け

る

原

理

と

な

る

が

放

に

、

に

詑

礁

を

施

し

た

の

で

あ
る
。

( 10 ) 

六
、
何
休
の
解
穣

何
休
は
、
'
既
に
完
成
し
て
い
る
、
緯
議
設
を
掻
取
し
に

於
け
る
「
獲
麟
い
解
粋
を
、
町
公
羊
侍
b

の
詑
解
に
そ
の
ま
ま
織
承

し
つ
つ
も
、
そ
こ
に
新
し
い
解
稼
を
捻
出
し
よ
う
と
す
る
。
今
、
何

体
の
煩
雑
な
「
獲
麟
い
解
稗
に
附
附
加
す
る
も
の
は
姑
く
措
き
、
「
獲

麟
」
の
僚
に
於
い
て
吋
春
私
b

の
性
格
を
決
定
付
け
る
解
絡
の
み
を

あ
げ
、
次
に
説
明
す
る
。

①
夫
子
素
案
悶
録
、
知
肱
姓
劉
季
常
代
別
川
。
見
薪
釆
者
獲
麟
、
知
潟



民
出
。
何
者
、
麟
者
、
木
料
、
薪
采
者
、
民
人
燃
火
ー
と
志
。
此
赤

一
ザ
路
代
周
肘
立
ハ
位
。
故
麟
沼
新
采
者
所
執
。
(
…
:
…
以
扶
拭
而
尚
治

h
u
d

一
ト
仁
ノ

み

4
1
L

み

f
¥

②
得
麟
之
後
、
天
下
山
川
市
街
魯
端
内
問
、
趨
作
法
、
孔
理
波
、
周
航

亡
、
町
東
山
、
秦
政
起
、
初
破
術
、
書
記
散
、
孔
不
純
。
子
夏
明

日
役
説
之
、
血
併
一
m
飛
魚
赤
鳥
、
化
危
自
書
、
議
日
前
、
孔
閥
、
中
有

作
間
制
法
之
朕
。
孔
子
仰
推
天
命
、
錯
し
祭
時
授
、
却
税
未
来
、
強

解
無
第
、
知
漢
併
問
機
大
範
之
後
。
故
作
機
銃
之
法
以
授
之
。

子

持

魚

免

春

秋

。

:

:

・

注

)

①
何
休
は
、
孔
子
が
つ
獲
麟
い
以
前
に
ぺ
倒
錯
」
に
よ
っ
て
お
泌

が
矧
に
代
っ
て
新
一
上
と
な
る
こ
と
を
予
め
知
っ
て
い
た
と
す
る
。
何

休
の
い
う
「
閥
銭
い
と
は
、
光
武
一
常
期
に
形
成
さ
れ
た
「
卯
金
万
一
常

出
、
復
尭
之
帯
い
(
治
初
一
叩
問
、
-
U
4

市

i
J
の
類
と
思
わ
れ
る
。
そ

，
A

t

e

-

J

/

一企キ

ω日
立
を
J
i
f
今
研
う
¥

し
て
「
獲
鱗
い
事
件
に
遭
遇
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
孔
子
は
お
組
受
命

を
確
認
し
た
と
し
、
そ
の
立
授
と
し
て
同
じ
く
光
武
帝
期
に
於
け

る
高
説
の
構
成
化
を
鶴
る
「
獲
麟
い
解
稼
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
。

②
似
体
は
、
「
得
麟
之
後
:
:
:
、
中
有
作
関
制
法
之
吠
」
と
吋
演
孔

間
b

を
そ
の
ま
ま
援
引
す
る
。
つ
ま
り
「
獲
麟
い
に
よ
っ
て
お
租
の

受
命
を
確
認
で
き
た
が
、
そ
の
後
す
ぐ
に
空
一
帯
秋
b

制
作
に
若
手
し

た
の
で
は
な
く
、
端
門
の
書
を
み
て
、
後
の
大
試
を
予
め
知
り
、
ま

た
己
に
天
命
が
降
っ
た
こ
と
を
認
識
し
て
は
じ
め
て
、
大
箆
の
後
の

劉
漢
一
十
一
朝
の
た
め
に
に
の
っ
と
り
、
「
媛
乱
之
を

内
容
秋
b

に
託
し
て
制
作
し
た
と
、
何
休
は
説
明
'
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
以
上
の
よ
う
に
勺
獲
麟
」
そ
の
も
の
に
就
い
て
は
ヱ
一
ザ
秋
b

制
作
の
前
一
段
的
な
契
機
と
は
捉
え
ず
、
劉
漢
王
朝
の
受
命
の
談
友
と

す
る
の
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
合
む
「
獲
一
麟
い
の
篠
の
注
解
に
於
い

て
、
総
書
に
依
抜
し
列
車
ザ
秋
h

を
機
能
反
子
一
の
敢
闘
と
抱
擁
し
て
、
明

確
に
支
配
原
理
の
同
に
於
い
て
の
春
秋
漢
代
制
作
設
を
主
張
す
る
。

そ
れ
は
、
も
は
や
草
創
期
と
異
な
っ
て
、
一

i

獲
麟
」
解
綜
の
み
に
よ

っ
て
革
命
の
蓄
と
し
て
の
吋
春
秋
b

を
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
禁
句
の
車
問
を
改
め
、
町
公

平
侍
匂
そ
の
も
の
に
詑
解
を
施
し
た
た
め
、
「
君
子
易
保
刈
為
春
秋
。

援
乱
世
、
反
諸
正
、
英
近
諸
春
秋
。
(
中
略
)
制
春
私
之
義
、
以
侠

後
患
」
と
い
う
統
一
関
家
の
た
め
の
支
配
原
理
を
積
磁
的
に
提
供
す

る
も
の
と
円
春
秋
b

を
確
信
す
る
、
町
公
羊
侍
』
本
来
有
し
て
い
た

思
想
に
接
近
し
、
円
春
秋
b

を
劉
漢
王
朝
の
支
配
原
理
を
提
供
す
る

品
川
聞
と
理
解
し
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。

さ
て
こ
の
何
休
の
思
想
は
、
新
し
い
「
獲
鱗
」
解
懇
に
よ
っ
て
完

成
す
る
の
で
あ
る
。
部
ち
何
休
公
羊
m
m
T

の
特
質
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る

張
一
一
一
世
設
と
「
獲
鱗
」
解
轄
と
を
総
合
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
葉
一
…
仲
倍

に
ひ
と
つ
の
史
観
と
し
て
存
一
一
一
統
一
設
が
あ
り
、
そ
れ
は
歴
史
的
設
展

に
於
け
る
革
命
の
必
然
牲
を
説
き
、
劉
漢
王
朝
の
正
賞
性
を
主
張
す

( 11 ) 



る

こ

と

を

詩

的

と

し

た

が

、

何

休

の

、

背

景

に

劉

携

王

朝
の
大
帝
関
中
十
一
義
的
な
政
策
を
有
し
、
史
寅
を
仮
借
し
て
、
衰
範
の

世
i
v
升
一
や
の
枇
↓
太
平
の
批
と
誕
む
と
い
う
進
歩
史
観
を
一
万
す
も
の

で
あ
る
。
そ
の
太
苧
の
枇
の
最
後
に
「
獲
麟
」
が
あ
る
。
何
休
は
い

う
、
「
必
止
於
麟
者
、
欲
見
扱
鋭
功
成
於
麟
。
猶
発
舜
之
隆
、
鳳
路

来
儀
。
ハ
中
略
〉
明
太
一
千
以
瑞
舷
録
数
也
」
と
。
部
ち
「
獲
麟
一
い
は
、

太
平
の
批
の
書
法
の
特
徴
で
あ
る
徴
僻
で
あ
っ
て
、
援
箆
反
正
が
な

っ
た
太
平
の
世
の
端
態
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
勿
論
太
平

の
枇
と
は
漢
代
枇
脅
を
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
獲
麟
」
は
、
吋
春

秋
b

に
託
さ
れ
た
支
配
原
理
に
よ
っ
て
，
W

具
現
さ
れ
る
渓
代
社
曾
の
太

平
の
瑞
践
と
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
何
休
公
平
問
中
の
根
幹‘

一
品
リ
ワ

で
あ
る
、
町
中
和
秋
川
を
漠
代
太
平
批
舎
の
予
言
の
書
と
捉
え
る
考
え

は
、
こ
の
ぺ
獲
麟
i
…
解
鮮
に
よ
っ
て
立
読
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

お

わ

り

一
前
漢
の
「
獲
麟
」
解
綜
の
路
一
史
的
ス
ケ
ッ
チ
を
試
み
て
明
ら
か
な

よ
う
に
、
「
獲
鱗
い
解
蒋
は
、
そ
の
時
代
の
政
治
的
紋
況
に
左
右
さ
れ

た
。
郎
ち
「
獲
麟
〕
は
、
孔
子
ヱ
ザ
紋
h

制
作
の
芯
樹
と
街
活
す
る

た
め
、
劉
棋
王
朝
の
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
を
間
関
る
各
々
の
容
私

阜
の
契
機
と
把
握
さ
れ
、
そ
れ
故
、
そ
の
針
象
で
あ
る
劉
漢
王
朝
の

政
治
的
朕
況
が
同
鈍
化
す
れ
ば
、
各
々
の
理
解
も
務
化
し
、

そ
の
路
鍵
と
な
る
「
獲
鱗
」
解
移
も
お
の
ず
か
ら
務
化
す
る
。
つ
ま

り
政
治
的
相
違
が
「
獲
麟
」
解
蒋
の
相
違
と
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ

て
「
獲
麟
」
解
砕
か
ら
構
築
さ
れ
る
各
々
の
春
秋
撃
の
相
逮
も
政
治

的
相
違
で
あ
る
こ
と
は
一
一
一
一
向
う
ま
で
も
な
い
。

さ
て
補
足
し
て
お
こ
う
。
何
休
は
「
獲
麟
」
解
移
に
よ
っ
て
吋
春

秋
』
を
漢
代
社
舎
の
太
平
を
子
一
一
一
一
閃
す
る
書
と
し
た
こ
と
は
述
べ
た

が
、
更
に
そ
の
『
春
秋
』
を
共
際
的
な
改
制
の
書
と
捉
え
る
。
邸
ち

¥
L、244
』

出

/

「
春
秋
改
照
之
文
、
従
股
之
質
」
(
制
創
刊
一
年
注
)
と
述
べ
、
『
春
秋
』

に
於
け
る
改
制
は
「
政
践
」
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
の
且
〈

般
的
な
支
配
原
理
を
蒜
版
記
』
王
制
に
求
め
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

渓
代
社
舎
の
太
平
は
、
「
段
践
」
の
支
配
原
理
に
よ
っ
て
具
現
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
何
休
及
び
五
で
述
べ

た
州
日
記
の
所
設
を
統
一
し
た
の
が
鄭
玄
で
あ
る
。
鄭
玄
は
ま
ず
麟
を

金
鉄
と
し
、
大
き
く
内
春
秋
b

を
規
範
の
書
と
捉
え
、
更
に
土
朕
・

木
献
と
し
、
町
中
容
私
b

を
「
周
耀
」
・
「
敗
捜
」
に
結
び
つ
け
、
問
問
州

市
り
，

税
b

・
王
制
に
そ
の
兵
践
的
な
支
配
原
理
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
結
局
こ
の
「
獲
麟
い
解
絡
に
よ
っ
て
吋
春
秋
い
一
一
一
体
及
び
「
春

秋
総
」
を
関
連
付
け
、
孔
子
を
中
心
と
す
る
絞
書
館
系
を
組
成
し
よ

う
と
す
る
日
的
が
あ
っ
た
と
忠
わ
れ
る
。
後
日
、
そ
の
鄭
玄
の
…

i

獲

M
W
 

麟
い
解
一
制
作
に
就
い
て
は
詳
論
す
る
乙
と
に
し
て
、
今
は
築
を
捌
く
こ

と
に
す
る
。

( 12 ) 



いに、、4l'

ω
「
獲
麟
」
解
轄
と
は
、
京
公
十
四
年
の
'
税
「
問
狩
獲
麟
」
の
袈
京
で
あ

。

る
、
麟
の
出
現
、
麟
を
捕
え
る
こ
と
、
間
の
地
で
捕
え
る
乙
と
な
ど
を
、

い
か
に
解
砕
す
る
か
を
問
題
と
す
る
。

母
羽
u
v
先
行
一
二
主
弘
事

(
f
l
e
i
c
l
t
{
 

ω
前
漢
の
災
川
内
説
及
び
劉
向
の
災
間
内
訟
に
就
い
て
は
、
問
中
蹴
紗
己
「
劉

向
の
災
熟
思
想
に
つ
い
て
i
前
漢
災
共
思
恕
の
一
郎

l
」
(
集
刊
東
洋
事

M
)
に
詳
論
が
あ
る
。

ω
内
総
記
h

椴
漣
疏
に
引
か
れ
て
い
る
も
の
は
「
吉
凶
不
張
、
瑞
災
不
録
。

0

0

0

0

0

 

今
麟
魚
河
亡
天
下
之
典
、
刑
不
得
潟
端
」
と
な
っ
て
い
る
Q

(

知
鱗
腔
孔

子
一
出
資
〉
は
劉
向
に
従
っ
た
許
慌
の
見
解
で
あ
る
。

ゆ
司
馬
遜
は
「
太
史
公
自

JM」
に
於
い
て
、
「
春
私
者
純
益
之
大
京
也
」

と
述
べ
、
吋
中
将
駄
b

を
秩
序
原
理
と
抱
擁
し
た
。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

紛
永
始
元
年
の
成
帝
へ
の
奏
一
一
自
に
、
「
王
者
必
泊
三
統
、
明
天
命
所
援
者

0

0

0

0

0

0

 

博
、
非
猫
一
娩
也
0

・
:
;
・
。
是
以
富
山
科
無
常
。
不
如
発
、
別
王
公
其
何
以

戒
棋
、
民
腕
何
以
劫
勉
0

・
:
・
:
。
自
古
及
今
、
未
有
不
亡
之
閥
也
」
と
述

べ
る
筒
所
、
が
あ
る
。
こ
れ
は
谷
、
氷
ら
と
同
様
な
怒
想
を
有
し
て
い
る
か
の

よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
が
、
ま
朝
交
替
論
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
も
の
で

は
な
く
、
劉
漢
王
朝
の
設
え
て
い
く
現
貨
を
把
握
し
、
そ
れ
に
約
蕗
し
た

も
の
で
、
そ
の
民
誌
は
、
成
一
滑
に
瞥
告
を
輿
え
、
一
姓
に
限
ら
な
い
受
命

者
uu

劉
漢
王
朝
を
い
か
に
永
続
化
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
所
に
あ
っ
た
。

伶
鄭
玄
・
服
庄
は
陳
欽
の
立
論
に
従
い
五
事
・
五
行
を
解
轄
の
論
誠
と
す

る
。
後
述
す
る
…
民
法
の
解
燃
に
於
い
て
は
、
五
事
に
結
び
つ
け
た
明
文
は

な
い
が
、
私
は
資
法
も
五
事
に
結
び
つ
け
て
解
縛
し
た
と
思
う
。
そ
う
で

あ
れ
ば
、
搬
度
が
い
う
「
麟
、
中
央
土
駅
。
土
錆
信
、
信
、
殺
之
子
。
儒

0

0

O

G

O

O

-

O

¥

援

記

一

/

其
ほ
致
其
子
。
説
明
膿
筒
部
麟
主
」
(
働
運
疏
引
)
の
如
く
に
な
る
。

川
向
漢
火
徳
説
は
劉
散
に
は
じ
ま
る
の
で
は
な
く
、
マ
洩
栄
之
郊
紀
志
焚
に

よ
れ
ば
、
劉
向
に
は
じ
ま
る
と
忠
わ
れ
る
心

川
w

狩
野
直
ψ

校
内
指
漢
字
術
考
h

に
「
公
平
壌
と
同
識
と
は
、
間
一
一
物
と
い

ふ
事
は
出
来
ぬ
と
し
て
も
、
前
者
が
後
者
を
利
用
し
た
と
い
っ
て
も
差
玄

へ
な
い
か
も
知
れ
ぬ
と
出
ふ
」
と
あ
る
。

川
判
明
総
設
の
茶
礎
的
研
究
h

第
入
手
「
劉
襟
闘
係
総
書
の
五
徳
彩
始
説
」

ω
「
賀
謹
の
解
粋
い
の
節
参
照

、刊、
7
4
A

、14弘
司

r
r
l

防
安
苫
蒋
山
「
後
英
三
お
け
る
交
令
改
制
と
総
書
思
想
」

(
U
I
ヅ
号
事

b

し

と

さ

/

i

l

r

i

f

百
五
す
一
一
料

ハ
ラ
京
立
}
に
詳
論
が
あ
る
。

M
W

ウ
中
間
思
想
通
史
」
一
第
ニ
省
第
七
草

M
W

日
開
利
関
「
自
虎
概
論
議
の
忠
怨
史
的
位
程
づ
け
」
(
漢
税
文
化
六
)

に
詳
論
が
あ
る

O

M
W

「鱗一一約一

mw郎総」

M
W

中
江
党
L
Y

一
日
吋
中
関
占
代
政
治
思
想
問
所
牧
「
公
平
侍
及
公
平
平
に
就
い

て
」
参
照

紛
鄭
玄
の
『
間
際
n
p

解
剖
特
に
就
い
て
は
、
拙
稿
「
鄭
玄
の
潤
般
解
鮮
に
就

い
て
」
(
間
仰
向
山
…
刊
肝
心
)
を
参
照
さ
れ
た
い
o

M
W

鄭
玄
の
「
獲
麟
」
解
蒋
に
就
い
て
は
、
昭
和
五
十
一
年
度
来
京
敬
育
大

準
法
文
山
内
γ

舎
大
舎
に
於
い
て
、
口
一
以
後
表
を
行
い
、
基
本
的
解
轄
に
就
い

て
は
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
何
休
の
改
制
に
も
そ
の
時
溺
れ
た
。

附
記
本
論
に
就
い
て
は
中
江
卦
古
「
公
羊
侍
及
公
羊
苧
に
就
い
て
」
に
啓

選
さ
れ
る
所
が
多
か
っ
た
。

( 13 ) 

「
札
口
問
内

J1r‘し
ん
羽
↓

U
F
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オ
サ
か
吋
九
五
郎
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L
-
1
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E
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E
-
-
A
b
手
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μ
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